
甲佐町新婚生活応援補助金 要件確認フロー 
 

下記のフローにより、令和 7 年度の補助金の対象となる主な要件に該当するか確認できます。 

なお、以下は主な要件を抜粋したものであり、実際に申請いただく内容によっては対象外となる可能

性もあります。 

 

 
① 婚姻日は令和 7 年 1 月 1 日から令

和 8 年 3 月 31 日までの間ですか？ 

補助金の対象になりません。 

⑤令和 6 年中に夫

婦の双方又は一

方が奨学金の返

済を行っていま

すか？ 

いいえ 

はい 

⑥「③の金額」から「④

の金額」を差し引く

と 500 万円未満に

なりますか？ 

いいえ 

⑦令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの間に、夫婦が婚姻に伴う以下の費用を

支払っていますか？ 

 ・住宅の賃貸借費用（賃料（家賃）、敷金・礼金、共益費、仲介手数料） 

 ・住宅の購入費用 

 ・住宅のリフォーム費用 

 ・引越費用 

はい はい 

はい いいえ 

補助金の主な要件に該当しています。補助金の申請手続に

ついては甲佐町ホームページをご覧ください。 

はい いいえ 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい いいえ 

②対象となる住宅が町内にあり、夫婦共

に住民登録のうえ居住しています

か？ 

③婚姻日における夫婦の年齢はと

もに 39 歳以下ですか？ 

④令和 6 年の夫婦

の所得の合計は

500 万円未満で

すか？ 


